
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和４年４月 

京 丹 後 市 

～ 仕事と家庭の両立と 

男女がともに活躍する職場を目指します！ ～ 

 

令和４年４月１日～令和８年３月３１日 
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平成１５年７月に制定された次世代育成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号。以

下「次世代法」という。）により、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される

環境の整備のために、国、地方公共団体、事業主がそれぞれ行動計画を策定し、積極的に取

り組むこととされています。 

また、平成２７年には女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律

第６４号。以下「女性活躍推進法」という。）が制定され、働く場面で活躍したいという希

望を持つ全ての女性が、その個性と能力を十分に発揮できる社会を実現するために、女性の

活躍推進に向けた数値目標を盛り込んだ行動計画の策定と公表、女性の職業選択に資する情

報の公表が事業主に義務付けられました。 

本市においても、法の趣旨を踏まえ、これまでの取り組み状況を検証し、職員の仕事と家

庭の両立をより一層推進するため、これまでの行動計画を基に、「仕事と家庭の両立と男女

がともに活躍する職場」を目指すため、次世代法に基づく行動計画と女性活躍推進法に基づ

く行動計画として「第２次行動計画（中期計画 平成３１年４月～令和４年３月）」を策定

しました。 

第２次行動計画（後期計画）は、前期計画の状況及び実態を検証し、厳しい財政状況と限

られた人材のなかで、全ての職員が性別に関わらずその個性と能力を発揮でき、働きやすい

職場環境づくりを更に推進していくため、働き方の改革等の観点を踏まえ策定することとし

ます。 

 

 

京 丹 後 市 長 

京 丹 後 市 議 会 議 長 

京丹後市代表監査委員 

京 丹 後 市 農 業 委 員 会 

京 丹 後 市 消 防 長 

京 丹 後 市 教 育 委 員 会 

～ はじめに ～ 
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市長、市議会議長、代表監査委員、農業委員会、消防長及び教育委員会（府費負担教職

員は除く。）がそれぞれ任命した常勤職員とします。非常勤職員についてはこの行動計画

を踏まえ、また、女性活躍推進法及びこれらの職員に係る諸制度に基づき、取り組みま

す。 

 

 

 

令和４年４月１日から令和８年３月３１日までとします。 

 

 

 

（１） 各部局の職員を構成員とした特定事業主行動計画策定・実施委員会の機能を活かし、

計画的かつ効果的な取り組みを推進します。 

（２） 行動計画に関する職員（本人・上司・同僚）の意識改革及び職場の雰囲気づくりのた

めの研修・講習、情報提供等を実施します。 

（３） 育児・介護を行う職員の仕事と育児・介護の両立支援制度活用について、相談・情報

提供等を適切に実施するとともに、組織全体で継続的に女性職員の活躍を推進するた

めの体制を整えます。 

（４） 行動計画の趣旨や既存制度内容等を整理したハンドブックの作成、配布等により、

全職員への周知を図ります。 

（５） 行動計画の実施状況は、年度毎に、職員のニーズを把握するために実施する職員ア

ンケート調査結果等も踏まえ、特定事業主の責務として、その後の対策の実施及び計

画の見直しを図るとともに、毎年度の実施状況及び女性の職業選択に資する情報を公

表します。 

 

Ⅰ 総 論 

１ 対象職員 

２ 計画期間 

３ 計画の推進体制 
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（１） 妊娠前、妊娠中及び出産後における配慮（次世代法関係） 

① 母性保護及び母性健康管理の観点から設けられている特別休暇等の制度、出産費

用の給付等の経済的な支援等について周知徹底を図ります。 

② 妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直し等適切な時期に必要な措

置を行います。 

③ 妊娠中及び産後１年未満の職員に対しては、時間外勤務及び日直を原則、命じな

いこととします。 

④ 妊娠中の職員に対する通勤用駐車場の確保に配慮します。 

⑤ 「出生サポート休暇（原則年５日取得可）」の周知を図り、不妊治療と仕事の両立

を支援します。 

 

（２） 子どもの出生前後における男性職員の休暇の取得促進（次世代法・女性活躍推進法関係） 

   ① 子どもの出生前後における男性職員の「配偶者出産休暇２日及び育児参加のため

の休暇５日」の合計７日間の取得を奨励します。 

* 「女性の職業選択に資する情報」の項目 

① 採用した職員に占める女性職員の割合 

② 男女の平均した継続勤務年数の差異 

③ 職員一人当たりの各月の時間外勤務時間 

④ 管理的地位にある職員に占める女性職員の割合 

⑤ 各役職段階に占める女性職員の割合 

⑥ 男女別の育児休業取得率・平均取得期間 

⑦ 男性の配偶者出産休暇及び育児参加のための休暇取得率・取得日数 

Ⅱ 具体的な内容 

１ 職員の勤務環境に関する事項 
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② 「男性職員の育児ガイド（仮称）」の作成等を実施し、男性職員の休暇取得への意

識啓発を一層図るなど、休暇を取得しやすい職場環境づくりを行います。 

 

（３） 育児・介護休業及び部分休業を取得しやすい環境の整備（次世代法・女性活躍推進法関係） 

① 休業制度の周知徹底 

ア 育児・介護休業等に関する資料を各課に配布し、全ての職員が制度を理解できる

よう周知を図るとともに、特に男性職員の育児休業の取得促進について職場全体

で支援します。 

イ 育児・介護休業等Ｑ＆Ａ等を作成し、休業の取得手続や経済的な支援等について

情報を提供します。 

ウ 妊娠（配偶者の妊娠を含む。）を申し出た職員に対し、個別に育児・介護休業等

の制度手続について説明を行います。 

② 休業体験談等に関する情報提供 

育児・介護休業等経験者の体験談や育児休業を取得しやすい職場環境づくりの情

報提供を行います。 

③ 休業を取得しやすい雰囲気の醸成及び環境づくり 

育児休業等の制度の趣旨を徹底することにより、職場の意識改革を行うとともに、

業務分担の見直し、人員配置の検討等を行い、育児休業等を取得しやすい環境をつく

ります。 

【数値目標①   目標年度：令和７年度】 

◎ 子どもの出生前後において、男性職員が希望する特別休暇（配偶者出産休暇及び育児参

加のための休暇）の取得を全て承認することとします。 

◎ 子どもの出生前後において、男性職員の特別休暇（配偶者出産休暇及び育児参加のため

の休暇）の取得を「対象者全員が配偶者出産休暇２日・育児参加のための休暇５日」としま

す。 

☆令和２年度実績 

配偶者出産休暇取得日数：６５．２％ 

育児参加のための休暇取得日数 ：２６．１％ 
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④ 育児・介護休業を取得した職員の円滑な職場復帰の支援 

育児・介護休業中の職員に対して、研修案内、広報誌、通達等を送付し、職場に復

帰したときに必要な情報を提供します。 

⑤ 育児休業等に伴う臨時的任用制度等の活用 

職場の人員配置によって、育児休業等中の職員の業務を遂行することが困難なと

きは、臨時的任用制度等の活用による適切な代替要員の確保を図ります。 

⑥ 連続した年次休暇を利用した「試し育児休業」の奨励  

  男性職員の育児参加の意識を高めるとともに、職場環境を整え、育児休業の取得

促進につながるよう、連続した年次休暇を利用した「試し育児休業」を奨励します。 

⑦ 妊娠又は出産の事実を申し出た職員に対して、育児休業に関する制度等の説明を

行うとともに、育児休業の取得に係る職員の意向確認のための面談等を行います。 

⑧ 職員が妊娠又は出産を申し出たことにより、その職員が不利益な取扱いを受けな

いようにします。また、育児休業に係る相談又は研修の実施など、職員が育児休業を

取得しやすい職場環境づくりを行います。 

⑨ その他 

早出・遅出勤務又は時差出勤を行っている職場においては、保育園送迎等を行う職

員に配慮して勤務時間を割り振るなど、職場を挙げてお互い助け合い支え合えるよ

う努めます。 

 

（４） 時間外勤務の縮減（次世代法・女性活躍推進法関係） 

① 小学校就学始期に達するまでの子どもをもつ職員の深夜勤務及び時間外勤務の制

限について、周知徹底を図ります。 

② 一斉定時退庁日等の実施 

【数値目標②   目標年度：令和７年度】 

◎ 育児休業の取得率を 「男性３０％・女性１００％」とします。 

☆令和２年度実績 

男性職員４．３％、女性職員１００％ 
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定時退庁日等を設定し、館内放送、電子メール等による注意喚起を図るとともに、

管理監督者による定時退庁の率先垂範を行います。 

③ 事務の簡素合理化の推進 

ア 新たな事業等を実施する場合は、目的、効果、必要性等について十分検討の上実

施し、併せて既存の事業等との関係を整理し、可能なものは発展的に廃止します。 

イ 業務内容を点検し、事務処理の簡素化及び不要不急業務の整理等業務の見直し

を積極的に進めます。 

ウ 特定の職員に時間外勤務が集中しないよう、業務分担の見直しに努めます。 

④ 時間外勤務の縮減のための意識改革 

ア 管理監督者は、職員の在庁状況等を把握し、職員の業務遂行が円滑かつ効率的に

実施されるよう必要に応じ指導・助言を行うとともに、併せて時間外勤務が多い職

員の健康管理に十分留意します。 

イ 人事課は、各課の時間外勤務の状況及び時間外勤務の特に多い職員の状況を把

握して管理監督者に報告し、職場体制の再点検及び管理監督者の時間外勤務に関

する認識の徹底を図ります。 

ウ 職員一人一人が、常に業務の効率化を図り、時間外勤務の縮減に努めます。 

⑤ 業務改善・働き方改革に係るプロジェクトチームにより、業務の効率化・能率化

に一層取り組み、職員の時間外勤務の縮減を図り、職員が安心して働くことができ

る快適な職場環境づくりを推進します。 

⑥ デジタル化等の取組を一層推進し、事務・業務の効率化・省力化を図ります。 

  

【数値目標③   目標年度：令和７年度】 

◎ 職員１人当たりの年間時間外時間勤務時間数を「対令和２年度比１０％縮減」します。 

また、長時間労働勤務職員(年間３６０時間以上の時間外勤務)の割合を令和２年度比６５％

縮減（６．１％）とします。  

☆令和２年度実績 

   長時間勤務職員（年間３６０時間以上の時間外勤務）数 １７８人 

   長時間勤務職員（年間３６０時間以上の時間外勤務）の割合 １７．４％ 
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（５） 休暇の取得の促進（次世代法・女性活躍推進法関係） 

① 年次休暇の取得の促進 

ア 管理監督者は、業務状況を把握するとともに、必要に応じて職員の業務分担を見

直し、計画的な年次有給休暇を年５日以上取得させることとします。 

イ 職員やその家族の誕生日等の記念日及び子どもの入学式や授業参観日等の学校

行事への参加の際の年次休暇の取得を奨励します。 

② 連続休暇等の取得の推進 

管理監督者は、月曜日・金曜日と休日を組み合わせた連続休暇、年次休暇と夏季休

暇を組み合わせた１週間以上の連続休暇、試し育児休業等の取得について、職員の指

導、応援体制の整備等に努めるとともに、自らも進んで連続休暇等の取得に努めま

す。 

③ 子どもの看護を行うための特別休暇の活用 

  子の看護休暇を周知するとともに、職員が安心して休暇が取得できるよう職場全

体で支援を行います。 

④ 短期介護を行うための特別休暇の活用 

配偶者、父母、子等の短期介護休暇の特別休暇を周知するとともに、職員が働き

ながら家族の介護を両立して行うための時間を確保できるよう支援を行います。 

  

【数値目標④   目標年度：毎年度】 

◎ 職員１人当たりの時間外勤務時間数の上限を月４５時間、年間３６０時間とします（他律的

業務の比重が高い部署に属する職員（（以下特定職員という）を除く）。 

【数値目標⑤   目標年度：毎年度】 

◎ 特定職員１人当たりの時間外勤務時間数の上限を月１００時間未満、年間７２０時間としま

す。 
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（６） 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組 

① 職員研修計画に定めた階層別研修や情報提供を通じ、ワークライフバランスや男

女共同参画等の意識啓発を行います。 

② 職員の安全衛生・健康管理に配慮した職場づくりとワークライフバランスをより

一層推進するため、職員の仕事と育児や介護等との両立を推進する「フレックスタイ

ム制」等の多様な勤務形態の導入について検討を進めます。 

③ 「京丹後市職員のハラスメントの防止等に関する規程」及び「京丹後市ハラスメン

トの防止及びハラスメントのない快適な職場づくり推進委員会設置要綱」に基づき、

ハラスメント防止チェック、ハラスメント防止手帳の周知等による意識啓発等の取

組を行い、ハラスメントのない職場づくりを推進します。 

 

 

 

 

（１） 子育てバリアフリー 

① 庁舎の現状、施設利用者の実情等を踏まえ、乳幼児と一緒に安心して利用できる

トイレやベビーベッド等の設備の設置を計画的に行います。 

② 子どもを連れた人が気兼ねなく来庁できるよう、親切な応接対応等のソフト面で

のバリアフリーの取組を推進します。 

 

（２） 子ども・子育てに関する地域貢献活動 

① 子どもの体験活動等の支援 

ア 職員が、地域における子育て活動に積極的に参加することを支援します。 

イ 管理監督者は、職員が地域活動に参加しやすい職場の雰囲気づくりに努めます。 

【数値目標⑥   目標年度：毎年度】 

◎ 職員１人当たりの年次休暇取得日数を「１２日以上」とします。 

☆令和元年～令和２年実績 

   職員１人当たり年次休暇日数：８．０日（年平均） 

２ その他の次世代育成支援対策に関する事項（次世代法関係） 
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ウ 子どもが参加する地域の活動に敷地や施設を提供します。 

② 子どもを交通事故から守る活動の実施や支援 

職員を対象とした交通安全講習会の実施、職員の専門機関等による安全運転に関す

る研修受講を支援するとともに、交通安全や事故防止について周知徹底を図ります。 

③ 安全で安心して子どもを育てられる環境の整備 

子どもを安全な環境で安心して育てることができるよう、地域住民等の自主的な防犯

活動や少年非行防止、立ち直り支援の活動等への職員の積極的な参加を支援します。 

 

（３） 学習機会の提供等による家庭の教育力の向上 

    職員に対し、家庭教育に関する講座、講演会等の実施や情報の提供を行います。 

 

 

 

 

（１） 採用関係 

住民サービスの向上を図るため、公務に期待される能力を有する女性を含め、有為な

人材の確保を目指します。 

①  目標 

【数値目標⑦   目標年度：毎年度】 

◎ 採用試験の事務職員及び技術系職員の女性応募者率「３５％以上」を目指します。 

☆平成３０年度から令和２年度までの年度平均採用試験女性応募者率：３０．９％ 

【数値目標⑧   目標年度：毎年度】 

◎ 消防職採用試験の女性応募者の確保に努めます。 

  ☆令和２年度消防職女性応募者数：１人（男性応募者数２５人） 

３ 女性の活躍に向けた取組に関する事項（女性活躍推進法関係） 
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② 取組内容 

ア 具体的な業務内容や勤務条件等を市広報紙、ホームページ、インターンシップ説

明会の開催等によりＰＲします。 

イ 受験しやすい試験を目指し、「採用試験の複数回実施」や「応募者要件や試験内

容の見直し」に取り組みます。 

ウ 上記のほか、特定事業主行動計画の取組を実践し、仕事と家庭を両立できる職場

づくりに取り組み、男女ともに活躍できる職場・働いてみたいと思える職場を目指

します。 

 

（２） 配置・育成・教育訓練及び評価・登用関係 

    変化し続ける公務環境や多様化する住民ニーズに効果的に対応するため、人事評価

等を利用した人材育成に努め、男女それぞれの個性と能力を最大限に活かせる組織を

目指すため、積極的な登用を図ります。 

①  目標 

② 取組内容 

ア 女性のキャリアアップの意識を高め、リーダーシップ等の手法を身に付けるこ

とを目的とした研修を実施します。 

イ 意欲のある女性職員に、国・府等への実務研修その他研修機関での派遣研修を積

極的に行います。 

ウ 育児休業後に復帰する女性職員に対して、各種制度の周知や、復帰に必要な支援

の実施に努めます。 

エ 女性管理職会議を設置し、女性職員としての立場から検討・協議しながら、女性

【数値目標⑨   目標年度：令和７年度】 

◎ 管理職（課長補佐以上）に占める女性の割合を３５％以上、係長職に占める女性の割合を 

３５％に引き上げます。 

☆令和３年４月現在の女性の管理職の割合：３２．３％ 係長職３１．1％ 

◎ 市役所（病院等医療職、こども園・保育所及び消防職を除く）における管理職の割合に占める

女性の割合を２５．０％以上とします。 

☆令和３年４月現在の女性の管理職の割合：２０．３％ 
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が活躍できる職場づくりの方向性とキャリア形成の手順を示します。 

オ 育児休業を経験した職員や子育て中の職員に対して、研修等の必要な支援を行

います。 

 カ 各部局において、男女いずれかの職員比率が８０％以内となるような職員配置

を目指し、全ての職場で女性の力が発揮できるよう支援します。 

キ 上記のほか、計画的な育成とキャリア形成支援等を行います。 

 


